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ド
イ
ツ
民
法
典
に
お
け
る
農
地
賃
貸
借
規

定
の
歴
史
的
意
義

一
　
は
じ
め
に

高
　
橋

寿

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
一
九
六
一
年
の
農
業
基
本
法
の
制
定
に
始
ま
る

農
業
構
造
改
善
事
業
以
来
、
農
地
の
流
励
化
・
経
営
規
模
の
拡
大
に
よ
る

生
産
性
の
高
い
農
業
経
営
の
育
成
が
、
農
業
政
策
の
主
要
な
目
標
の
一
つ

と
さ
れ
て
お
り
、
今
日
で
は
農
地
賃
貸
借
の
活
用
を
通
じ
て
か
か
る
課
魑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
西
ド
イ
ツ
の
農
業
政
策
に
お
い
て
も
、
経

営
規
模
の
拡
大
に
よ
る
生
産
性
の
向
上
が
一
つ
の
主
要
な
目
標
と
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
た
め
、
近
年
で
は
民
法
典
の
用
益
賃
貸
借
（
霊
o
巨
）
規
定

（
五
八
一
－
五
九
七
条
）
の
改
正
－
特
に
農
業
上
の
用
益
賃
貸
借
に
関

す
る
規
定
の
改
正
－
草
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
本
稿
は
、

わ
が
国
と
問
題
状
況
の
類
似
し
た
西
ド
イ
ツ
の
農
地
賃
貸
借
法
制
を
賃
借

　
　
（
2
）

物
の
転
貸
お
よ
ぴ
費
用
償
還
請
求
権
を
申
心
に
検
討
の
対
象
と
す
る
。
わ

が
国
の
農
地
賃
貸
借
に
お
い
て
も
、
費
用
償
選
講
求
権
、
特
に
有
益
費
償

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

遼
講
求
権
が
投
下
資
本
回
収
の
手
段
と
し
て
近
年
璽
要
視
さ
れ
て
お
り
、

賃
借
物
の
転
貸
に
つ
い
て
は
、
借
地
に
よ
る
経
営
規
模
の
拡
大
が
進
め
ぱ
、

賃
借
物
の
転
貸
に
よ
る
、
よ
り
生
産
性
の
高
い
農
業
経
営
の
確
立
（
例
え

ば
、
借
地
農
に
よ
る
経
営
の
共
同
化
な
ど
）
が
問
題
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
点
に
鑑
み
る
と
き
、
西
ド
イ
ツ
の
農
地
賃
貸
借
法
制
を
検
討
す
る

こ
と
は
、
わ
が
国
の
間
題
を
考
え
る
際
の
一
つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

　
西
ド
イ
ツ
の
農
地
賃
貸
借
法
制
は
、
民
法
に
お
け
る
用
益
賃
貸
借
規
定

と
特
別
法
た
る
小
作
法
（
■
彗
号
塞
巨
O
q
O
器
S
）
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
二
〇
年
程
の
間
に
お
け
る
、
農
業
へ
の
科
学
技
術
の
導

入
、
機
械
に
よ
る
人
間
労
働
の
代
替
、
労
働
集
約
型
経
営
か
ら
資
本
集
約

型
経
営
へ
の
移
行
な
ど
に
顕
現
化
す
る
農
業
構
造
の
変
化
は
、
農
地
賃
貸

借
に
対
し
て
も
極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
、
民
法
や
小
作
法
の
規
定
を

現
実
の
農
業
事
憎
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
し
た
。
生
産
性
の
向
上
を
目
的

と
す
る
か
よ
う
な
構
造
変
動
は
、
農
地
の
流
動
化
・
農
業
経
営
の
規
襖
拡

．
大
を
要
求
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
所
有
権
の
取
得
に
よ
る
経
営
規
模
の
拡
大

は
、
多
額
の
資
金
を
要
す
る
た
め
、
農
業
経
営
者
に
と
っ
て
大
き
な
負
担

と
な
る
。
そ
こ
で
、
賃
貸
借
を
通
じ
た
農
地
の
流
動
化
・
経
営
規
模
の
拡

大
に
よ
り
、
生
産
性
の
高
い
農
業
経
営
の
育
成
、
自
立
し
た
企
業
家
と
し

て
の
借
地
農
の
地
位
の
強
化
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
か
よ
う
な
課
題
を
達
成
す
る
ぺ
く
、
農
地
賃
貸
皆
法
制
の
改
正
が
登
場

し
て
く
る
。
一
九
七
六
年
一
一
月
五
日
に
政
府
よ
り
連
邦
参
議
院
へ
提
出

さ
れ
た
「
農
業
上
の
用
益
賃
貸
借
法
の
新
規
定
に
関
す
る
法
律
草
案
」

（
同
目
暮
弓
h
色
篶
｝
o
鶉
g
塞
蜆
曽
『
2
昌
o
己
昌
奏
ま
己
彗
α
幸
ま
朋
〇
一
量
幕
．
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一
巨
一
雪
勺
害
ま
冨
o
巨
蜆
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
法
律
草
案
は
、
現
行
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

作
法
に
お
け
る
官
庁
統
制
を
鹿
止
し
、
実
体
法
的
規
定
を
民
法
典
へ
編
入

し
、
併
せ
て
民
法
典
の
用
益
賃
貸
借
規
定
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
本
稿
は
、
今
回
の
改
正
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
現
行
艮
法
の
用
益
賃
貸

借
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
制
定
期
に
ま
で
遡
っ
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
ド
イ

ツ
民
法
典
制
定
当
時
に
お
け
る
農
地
賃
貸
借
は
、
ド
イ
ツ
の
各
地
域
に
お

い
て
い
か
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
か
、
そ
の
範
囲
、
当
事
者
、
契
約
内

容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
論
じ
、
次
に
、
か
よ
う
な
農

地
賃
貸
借
の
農
村
に
お
け
る
展
開
を
背
景
に
、
第
一
草
案
に
始
ま
る
民
法

典
制
定
過
程
に
お
い
て
は
、
農
地
賃
貸
借
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
い

か
な
る
利
害
が
対
立
し
、
い
か
な
る
論
議
が
な
さ
れ
た
か
、
い
か
な
る
諭

議
の
末
に
こ
の
よ
う
な
規
定
が
生
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
恩
う
。

か
か
る
考
察
に
よ
っ
て
、
民
法
典
の
農
地
賃
貸
借
に
関
す
る
規
定
が
い
か

な
る
社
会
的
経
済
的
状
況
の
下
で
、
い
か
な
る
論
議
を
経
て
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
か
が
提
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
今
回
の
改
正
草
案
が
登
場
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

に
至
っ
た
歴
史
的
必
然
性
を
よ
り
明
確
化
し
得
る
も
の
と
考
え
る
。

　
臭
体
的
に
は
前
述
の
よ
う
に
、
今
回
の
改
正
草
案
の
中
心
で
も
あ
る
、

賃
借
物
の
転
貸
お
よ
ぴ
費
用
償
遼
請
求
権
の
二
点
に
考
察
の
焦
点
を
絞
る
。

民
法
典
の
規
定
は
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
、
前
述
の
農
業
構
造
の
変
動
に

よ
ヅ
、
大
き
な
修
正
を
必
要
と
す
る
に
至
っ
た
。
ま
ず
前
者
に
関
し
て
は
、

現
行
民
法
は
、
賃
貸
人
の
許
可
（
卑
一
竃
σ
…
凸
を
必
要
と
し
て
い
る
（
五

八
一
条
二
項
・
五
四
九
条
一
項
）
が
、
改
正
草
案
は
、
共
同
利
用
の
目
的

で
農
業
団
体
（
ま
二
昌
旦
乏
ユ
呂
夢
彗
o
ゴ
o
N
＝
窒
…
自
昌
邑
己
巨
箏
）
に
賃

借
物
を
委
ね
る
場
合
に
は
、
賃
貸
人
の
許
可
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
で

も
、
農
事
裁
判
所
の
許
可
に
よ
っ
て
こ
れ
に
代
え
ら
れ
る
旨
を
規
定
し
た

　
　
　
＾
個
〕

（
五
八
九
条
）
。
ま
た
後
者
に
関
し
て
は
、
現
行
民
法
に
よ
れ
ぱ
、
必
要
費

に
つ
い
て
は
賃
借
人
に
侃
還
講
求
権
を
認
め
、
有
益
費
に
つ
い
て
は
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

管
理
の
規
定
に
従
い
処
理
さ
れ
る
（
五
八
一
条
二
項
・
五
四
七
条
）
。
し

か
し
、
改
正
草
案
に
お
い
て
は
特
に
有
益
費
に
つ
い
て
、
投
下
資
本
回
収

の
た
め
に
大
幅
な
修
正
が
な
さ
れ
、
賃
貸
人
が
同
意
（
N
蕎
葦
…
…
色

し
た
も
の
に
つ
い
て
は
期
間
満
了
後
に
増
加
価
値
が
認
め
ら
れ
る
隈
り
そ

の
償
選
が
認
め
ら
れ
、
賃
貸
人
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
農
嬰
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
君
〕

判
所
の
同
意
が
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
さ
れ
た
（
五
九
一
条
）
。

　
そ
れ
で
は
、
以
下
、
か
よ
う
な
改
正
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
現
行
民
法

典
の
用
益
賃
貸
借
規
定
に
つ
い
て
、
制
定
当
時
の
社
会
的
経
済
的
状
況
、

制
定
過
程
に
お
け
る
論
議
を
検
討
し
、
そ
の
性
楮
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

二
　
民
法
典
制
定
当
時
に
お
け
る
農
地
賃
貸
借
の
実
情

　
一
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
自
作
農
が
金
農
業
経
営
数
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
）

六
〇
％
以
上
を
占
め
、
小
作
農
は
三
〇
％
弱
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
か
か
る

小
作
農
は
、
い
か
な
る
状
態
で
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の

農
村
各
地
か
ら
の
報
告
書
を
集
成
し
た
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
民
の
状
態

（
b
叫
富
；
o
冨
N
冨
募
邑
＝
一
・
U
豊
箒
o
巨
害
o
）
」
（
I
I
皿
・
一
八
八
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

か
ら
そ
の
実
稲
を
調
べ
て
み
た
い
。
（
な
お
本
書
か
ら
の
引
用
箇
所
は
省

略
す
る
。
）

　
　
ー
　
エ
ル
ペ
河
以
東
の
地
域
（
東
部
）
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東
部
に
つ
い
て
は
以
下
の
点
を
指
摘
し
う
る
。

　
ω
　
貴
族
領
、
教
区
教
会
領
（
黒
胃
轟
幕
｝
）
、
学
校
所
有
地
な
ど
が
主

と
し
て
賃
貸
借
の
対
象
と
さ
れ
た
。
農
民
の
所
有
地
に
つ
い
て
は
、
基
本

的
に
は
賃
貸
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
大
農
の
所
有
地
が
賃
貸
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
た
（
ザ
ク
セ
ン
）
。

　
ω
　
賃
貸
さ
れ
る
場
合
は
、
地
片
と
し
て
（
喀
冨
彗
實
姜
｛
器
）
賃
貸
に

出
さ
れ
る
地
片
小
作
（
霊
員
巴
呂
寝
o
算
）
が
多
く
、
賃
借
人
は
通
常
、

小
農
や
小
屋
住
み
農
（
匡
ぎ
急
・
）
で
あ
っ
た
。

　
ω
　
大
借
地
農
の
存
在
は
、
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
小
作
料
が
高
額
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
「
十
分
な
経
営

資
本
を
備
え
た
借
地
農
の
発
展
」
は
み
ら
れ
な
い
。

　
㈲
　
小
作
期
間
は
、
地
片
小
作
に
つ
い
て
は
一
年
（
西
プ
ロ
イ
セ
ン
、

ポ
ー
ぜ
ン
の
牧
草
地
）
あ
る
い
は
六
年
（
ポ
ー
ゼ
ン
の
耕
地
、
ザ
ク
セ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
〕

の
教
区
教
会
領
・
学
校
所
有
地
）
と
極
め
て
短
い
。

　
㈲
　
小
作
料
に
つ
い
て
は
、
西
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
い
て
、
大
規
模
な
複

含
経
営
の
場
合
に
は
一
ヘ
ク
タ
i
ル
あ
た
り
四
八
－
七
ニ
マ
ル
ク
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
零
紬
経
営
層
で
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
七
二
－
一
八
○

マ
ル
ク
に
も
達
す
る
。
ま
た
、
ポ
ー
ゼ
ン
で
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
三

〇
－
四
〇
マ
ル
ク
、
ザ
ク
セ
ン
の
あ
る
国
有
地
で
は
四
七
マ
ル
ク
で
あ
っ

た
。
小
作
料
の
総
収
穫
高
に
占
め
る
割
合
を
考
え
る
と
非
常
に
高
額
で
あ

　
　
　
　
　
（
蜆
）

る
こ
と
が
わ
か
る
o

　
㈱
　
有
益
費
償
還
請
求
権
は
金
く
確
立
さ
れ
て
い
な
い
（
ザ
ク
セ
ン
、

シ
ニ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
．
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
）
。
ま
た
地
主
の
小
作
人
に
対
す

る
耕
作
強
制
の
な
さ
れ
た
地
域
も
存
在
す
る
（
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル

シ
ュ
タ
イ
ン
）
。

　
　
2
　
エ
ル
ベ
河
以
西
の
地
域
（
西
部
）

　
こ
れ
に
対
し
て
、
西
部
に
つ
い
て
は
以
下
の
点
を
指
摘
し
う
る
。

　
⑦
　
西
部
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
自
作
農
に
よ
る
経
歓
が
通
常
の
型

態
で
あ
り
、
賃
貸
借
は
、
国
有
地
、
市
町
村
有
地
、
貴
族
領
、
教
区
教
会

領
な
ど
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
大
農
が
賃
貸
人
と
な
っ
て
い
る

地
域
も
あ
る
（
ブ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
パ
ー
デ
ン
）
。

　
ω
　
賃
借
人
は
主
と
し
て
小
農
や
旦
雇
（
皇
琶
α
巨
彗
）
で
あ
り
、
地

片
小
作
が
多
い
。

　
ω
　
大
借
地
農
は
、
検
討
し
た
六
州
の
中
で
、
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
お
よ
ぴ

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
に
過

ぎ
な
い
。

　
㈲
小
作
期
間
は
、
二
一
⊥
二
〇
年
（
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
）
、
二
一
年
（
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肥
）

エ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
）
、
九
－
一
五
年
（
バ
イ
エ
ル
ン
）
、
六
－
一
八
年

（
ヘ
ツ
セ
ン
）
で
あ
り
、
東
部
に
比
べ
れ
ば
か
な
り
長
期
で
あ
る
。

　
㈱
　
小
作
料
は
、
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ
ー
に
お
い
て
地
片
小
作
に
つ
い
て
は
一

ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
約
六
〇
マ
ル
ク
、
そ
れ
以
外
は
二
二
－
三
四
マ
ル
ク
、

バ
i
デ
ン
で
は
、
耕
地
に
つ
い
て
は
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
一
一
〇
－
一

航
℃
マ
ル
ク
、
牧
草
地
に
つ
．
い
て
は
一
四
〇
1
一
五
〇
マ
ル
ク
に
も
達
す

る
。

　
㈲
　
有
益
費
償
選
請
求
権
は
、
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
ブ
ラ
ウ
ン

シ
ュ
ブ
ァ
イ
ク
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
）
。

　
　
3
　
　
ま
と
め

　
総
じ
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
地
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
以
下
の
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点
を
特
徴
と
し
て
指
摘
し
う
る
曲

　
第
一
。
農
地
賃
貸
借
は
、
国
有
地
、
貴
族
領
、
教
区
教
会
領
、
学
校
所

有
地
な
ど
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
農
業
労
働
者
を
必
要
と

す
る
大
農
層
の
農
地
も
賃
貸
借
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

　
第
二
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
大
借
地
農
は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
数
に
お
い
て
少
数
で
あ
り
、
地
域
的
に
も
限
ら
れ
て
存
在
し
て
い
た

に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
小
作
料
が
高
額
で
あ
っ
た
こ
と
、
有
益
費
償
還
請

求
権
が
未
確
立
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
鑑
み
る
と
き
、
彼
ら
が
、
近
代
的

…
資
本
家
的
借
地
農
層
を
形
成
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
三
。
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
農
地
賃
貸
借
の
多
く
は
、
小
。
農
や
日

雇
な
ど
を
賃
借
人
と
す
る
地
片
小
作
で
あ
り
、
そ
の
契
約
内
容
に
つ
い
て

は
、
小
作
期
間
が
短
く
（
特
に
東
部
を
中
心
に
こ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
）
、

小
作
料
が
極
め
て
高
額
で
あ
っ
た
。

　
　
　
三
　
民
法
典
制
定
過
程
に
由
け
る
農
地
賃
貸
借
を
め
ぐ
る
議
論

　
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
成
立
に
よ
っ
て
、
民
法
典
編
纂
事
業
が

開
始
さ
れ
、
一
八
八
八
年
に
第
一
草
案
が
公
表
さ
れ
た
が
、
諸
種
の
批
判

を
浴
ぴ
た
た
め
第
二
草
案
が
編
纂
し
直
さ
れ
、
連
邦
参
議
院
お
よ
ぴ
ヲ
イ

ヒ
議
会
で
修
正
を
受
け
た
後
、
一
八
九
六
年
に
ド
イ
ツ
民
法
典
と
し
て
公

布
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
三
に
お
い
て
は
、
二
で
明
ら
か

と
な
っ
た
当
時
の
農
地
賃
貸
借
の
実
惰
を
背
景
と
し
て
、
民
法
典
制
定
過

程
に
お
い
て
は
、
農
地
賃
貸
借
あ
る
い
は
賃
貸
借
一
般
に
つ
い
て
い
か
な

る
議
論
が
な
さ
れ
て
民
法
典
の
規
定
へ
と
結
実
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
賃

借
物
の
転
貸
お
よ
ぴ
費
用
償
還
講
求
権
の
二
点
を
中
心
と
し
て
、
各
委
員

会
の
議
事
録
な
ど
を
葉
材
と
し
つ
つ
探
ツ
て
い
き
た
い
。

　
　
1
　
賃
借
物
の
転
貸

　
前
述
の
通
り
、
現
行
民
法
は
、
賃
借
物
の
転
貸
に
際
し
て
賃
貸
人
の

許
可
を
必
要
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
第
一
草
案
は
、
使
用
賃
貸
借

（
旨
g
o
）
と
用
益
賃
貸
借
（
霊
o
巨
）
と
で
異
な
っ
た
規
定
を
設
け
た
。

す
な
わ
ち
、
前
者
に
関
し
て
は
、
「
別
段
の
合
意
の
な
い
隈
り
、
使
用
賃

借
人
は
、
．
使
用
賃
借
物
の
契
約
上
の
使
用
を
他
人
に
委
ね
る
こ
と
が
で

き
、
特
に
、
新
た
に
使
用
賃
貸
す
る
こ
と
（
転
使
用
賃
貸
借
）
に
よ
っ
て

も
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
五
ニ
ハ
条
一
項
）
と
規
定
さ
れ
、
後

者
に
関
し
て
は
、
「
用
益
賃
借
料
が
用
益
賃
借
物
の
果
実
の
一
部
よ
り
成

り
立
つ
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
場
合
（
一
部
用
益
賃
貸
借
（
宗
昌
．

潟
o
H
6
）
に
お
い
て
、
用
益
賃
貸
人
の
同
意
（
国
目
ミ
…
o
q
一
一
品
）
が
な
い
と

き
は
、
用
益
賃
借
人
は
、
果
実
収
取
を
他
人
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

特
に
、
新
た
に
用
益
賃
貸
す
る
こ
と
（
転
用
益
賃
貸
借
）
に
よ
っ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
咀
）

こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
五
三
三
条
）
と
規
定
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
使
用
・
用
益
賃
貸
借
の
双
方
に
つ
い
て
、
賃
借
物
の
転
貸
に
は
賃

貸
人
の
同
意
は
原
則
と
し
て
不
要
で
あ
る
が
、
用
益
賃
貸
借
の
内
、
一
部

用
益
賃
貸
借
の
み
は
賃
貸
人
の
同
意
を
必
要
と
し
た
。
原
則
と
し
て
同
意

を
不
要
と
し
た
の
は
、
①
債
権
譲
渡
を
認
め
た
草
案
の
原
則
と
調
和
さ
せ

た
こ
と
、
②
転
貸
借
は
、
通
常
、
黙
示
の
合
意
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
の
で

明
文
の
規
定
を
設
け
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら

（
珊
）れ

、
他
方
、
一
都
用
益
賃
貸
借
に
つ
い
て
の
み
同
意
を
必
要
と
し
た
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

当
事
者
の
意
思
、
殊
に
賃
貸
人
の
意
思
を
考
慮
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と

　
　
（
皿
）

さ
れ
た
。
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公
表
さ
れ
た
第
一
草
案
が
諸
々
の
批
判
に
さ
ら
さ
．
れ
る
中
で
五
三
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

条
の
規
定
も
批
判
の
対
象
と
さ
れ
、
第
二
草
案
の
起
草
が
開
始
さ
れ
る
。

ラ
イ
ヒ
法
務
庁
（
ズ
o
邑
5
甘
邑
轟
昌
一
）
に
お
け
る
準
備
委
員
会
（
＜
o
1

斤
o
昌
昌
尿
巴
o
目
）
で
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ヅ
ク
マ
ン
（
望
昌
o
斥
昌
印
昌
一
）
に
よ

り
以
下
の
よ
う
な
規
定
へ
の
修
正
の
要
求
が
提
出
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
別
段
の
合
意
の
な
い
隈
り
、
用
益
賃
貸
人
の
同
意
（
里
…
巨
村
…
。
竈
）
が

な
い
と
き
は
、
用
益
賃
借
人
は
、
用
益
賃
借
物
の
使
用
お
よ
ぴ
果
実
収
取
を
、

特
に
、
新
た
に
用
益
賃
貸
す
る
こ
と
（
転
用
益
賃
貸
借
）
に
よ
り
、
他
人

へ
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
の
提
案
は
、
一

部
用
益
賃
貸
借
に
限
ら
ず
す
べ
て
の
用
益
賃
貸
借
に
つ
い
て
、
賃
借
物
の

転
貸
に
際
し
て
賃
貸
人
の
同
意
を
要
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ

ト
ゥ
ル
ツ
ク
マ
ン
に
よ
る
こ
の
提
案
は
、
一
八
九
二
年
三
月
二
九
日
の
第

七
五
会
議
に
お
い
て
、
賃
貸
人
に
と
っ
て
は
賃
借
人
の
人
格
（
モ
彗
9
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
〕

5
亭
o
ε
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
採
択
さ
れ
た
。

　
こ
の
準
傭
委
員
会
に
お
け
る
議
論
は
、
第
二
次
委
員
会
以
降
の
議
論
の

方
向
を
決
定
し
た
。
第
二
次
委
員
会
で
は
第
一
草
案
五
三
三
条
を
支
持
す

る
者
は
な
く
、
農
場
（
5
＝
爵
算
）
の
賃
借
人
は
、
そ
の
農
地
の
一
部
お

よ
ぴ
農
業
上
の
従
た
る
経
営
（
一
冒
q
乏
・
訂
o
｝
崖
童
一
〇
巨
o
・
乞
o
げ
昌
訂
巨
g
）

（
例
、
一
札
ぱ
砂
糖
製
造
や
澱
粉
製
造
な
ど
）
の
転
貸
借
に
関
し
て
は
賃
貸
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

の
同
意
を
不
要
と
す
る
旨
の
主
張
が
少
数
意
見
と
し
て
先
の
シ
ュ
ト
ゥ
ル

ツ
ク
マ
ン
の
提
案
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
か
か
る
少

数
意
見
は
、
①
契
約
締
結
時
に
何
ら
の
合
意
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、

後
に
転
貸
借
の
経
済
的
必
要
性
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
賃
貸
人
が
自
発
的

に
同
意
を
与
え
る
こ
と
は
望
み
得
な
い
こ
と
、
②
農
場
の
賃
借
人
に
と
っ

て
は
、
状
況
に
よ
り
農
地
の
一
部
を
耕
作
し
得
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
こ
の
隈
り
で
の
賃
貸
人
の
同
意
な
き
転
貸
借
を
承
認
す
る
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

要
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
論
拠
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
多
数
意
見
は
、

①
契
約
締
精
後
に
お
い
て
転
貸
借
の
経
済
的
必
要
性
が
生
ず
れ
ぱ
、
通
常
、

賃
貸
人
は
同
意
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
②
特
に
農
場
小
作
の
場
合
、

同
意
な
き
転
貸
借
は
、
賃
貸
人
の
意
思
お
よ
ぴ
農
業
経
営
に
矛
盾
す
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
…
賃
貸
人
は
、
賃
借
人
を
個
人
的
資
質
や
賃
料
支
払
能

カ
を
重
視
し
て
選
ぷ
の
で
あ
り
、
ω
転
貸
借
が
短
期
間
の
場
合
、
転
借
人

は
土
地
を
荒
し
作
り
す
る
こ
と
、
③
農
業
諸
団
体
の
意
見
書
は
、
か
か
る

例
外
を
認
め
る
こ
と
に
反
対
し
、
す
べ
て
の
場
合
に
同
意
を
要
す
る
と
し

　
　
　
（
蜆
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

て
い
る
こ
と
、
を
主
た
る
論
拠
と
し
た
。
第
二
次
委
員
会
に
お
い
て
は
、

結
局
、
少
数
意
見
は
否
定
さ
れ
、
シ
。
一
ト
ゥ
ル
ヅ
ク
マ
ン
の
提
案
が
原
案

通
り
採
択
さ
れ
、
第
一
草
案
五
三
三
条
は
、
全
面
的
な
修
正
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。

　
使
用
賃
貸
借
に
つ
い
て
も
、
第
一
草
案
五
ニ
ハ
条
は
、
第
二
草
案
四
九

三
条
に
お
い
て
、
使
用
賃
貸
人
の
許
可
（
軍
一
彗
巨
旨
）
が
な
い
隈
り
、

使
用
賃
借
人
は
賃
借
物
の
転
貸
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
規
定
へ
と

変
更
さ
れ
て
い
た
。
転
用
益
賃
貸
借
に
関
す
る
先
の
規
定
は
、
四
九
三
条

と
そ
の
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
た
め
、
第
二
草
案
に
お
い
て
は
、
転
用
益
賃

貸
借
に
つ
い
て
は
四
九
三
条
を
準
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
五
二
一
条

　
　
　
　
　
（
別
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

二
項
・
四
九
三
条
）
。

　
用
益
賃
借
物
の
転
貸
を
め
ぐ
る
以
上
の
議
論
を
通
し
て
、
以
下
の
点
に

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
一
。
第
一
草
案
に
お
い
て
は
、
賃
借
物
の
転
貸
に
つ
い
て
賃
貸
人
の
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同
意
が
原
則
と
し
て
不
要
と
さ
れ
た
が
、
二
れ
は
、
法
典
の
体
系
的
整
合

性
と
い
う
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
賃
借
人
の
利
益
が
老
慮
さ
れ
た

の
で
は
な
い
。

　
第
二
。
第
一
草
案
五
一
六
条
、
五
三
三
条
が
各
々
修
正
さ
れ
た
結
果
、

使
用
・
用
益
賃
貸
借
の
双
方
に
つ
い
て
、
賃
借
物
の
転
貸
の
際
に
は
常
に

賃
貸
人
の
許
可
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
第
三
。
用
益
賃
昔
物
の
転
貸
に
関
し
て
は
、
第
二
次
委
員
会
に
お
い
て
、

農
場
の
賃
借
人
が
そ
の
農
地
の
一
部
お
よ
び
従
た
る
経
営
を
賃
貸
人
の
同

意
な
し
に
転
貸
す
る
二
と
が
で
き
る
旨
の
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
提

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

案
は
、
農
地
の
一
部
お
よ
ぴ
従
た
る
経
営
に
つ
い
て
の
み
、
例
外
的
に
同

意
な
き
転
貸
を
求
め
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
か
か
る
提
案
す
ら
も
賃

貸
人
の
利
益
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
拒
絶
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
　
2
　
費
用
償
遼
請
求
権

　
次
に
、
費
用
償
還
請
求
権
（
必
要
費
お
よ
ぴ
有
益
費
に
つ
い
て
）
で
あ

る
。
前
述
の
通
り
、
現
行
民
法
は
、
必
要
費
に
つ
い
て
は
賃
借
人
に
対
し

て
償
還
請
求
権
を
認
め
、
有
益
費
に
つ
い
て
は
事
務
管
理
の
規
定
に
従
っ

て
処
理
さ
れ
る
旨
規
定
し
て
い
る
（
五
八
一
条
二
項
．
五
四
七
条
）
。
第

一
草
案
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
通
り
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
「
使
用
賃
貸
人
は
、
使
用
賃
借
人
が
賃
借
物
に
つ
き
支
出
し
た
必
要
費

を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
ほ
か
、
費
用
の
補
償
に
関
す
る
使
用
賃
借
人
の
講
求
権
は
、
事
務

管
理
に
関
す
る
原
則
に
従
っ
て
定
め
る
。
（
二
文
は
省
賂
）

　
使
用
賃
貸
人
が
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
改
良
の
着
手
ま
た
は
設
備
の
設

置
を
遅
滞
し
た
と
き
は
、
使
用
賃
借
人
は
自
ら
こ
れ
を
行
い
、
要
し
た
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
〕

用
の
補
償
を
使
用
賃
貸
人
か
ら
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
五
一
四
条
。

な
お
こ
の
規
定
は
、
五
三
二
条
に
よ
り
用
益
賃
貸
借
に
も
準
用
さ
れ
る
。
）

　
こ
の
規
定
を
設
け
る
に
際
し
て
は
、
第
一
次
委
員
会
の
一
八
八
三
年
四

月
三
〇
日
第
二
〇
三
会
議
に
お
い
て
、
キ
ュ
ー
ベ
ル
（
穴
書
色
）
、
ク
ー
ル

バ
ウ
ム
（
穴
膏
冒
碧
目
）
な
ど
に
よ
り
様
々
な
掩
案
が
出
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
キ
旦
1
ペ
ル
は
、
必
要
費
の
償
還
は
、
事
務
管
理
に
関
す
る
規
定
に

従
い
こ
れ
を
行
い
、
有
益
費
の
償
還
は
、
そ
の
改
良
行
為
を
賃
貸
人
が
追

認
し
（
電
昌
－
…
何
昌
）
、
か
つ
賃
貸
借
終
了
時
に
増
加
価
値
が
現
存
す
る

場
合
に
の
み
、
こ
れ
を
な
し
得
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
べ
き
こ
と
を
主
張

し
、
ク
ー
ル
バ
ウ
ム
は
、
必
要
費
お
よ
び
有
益
費
の
償
還
を
と
も
に
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

管
理
に
関
す
る
規
定
に
従
い
行
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
第

一
次
委
員
会
の
多
数
意
見
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
、
前
述
の
通
り
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肝
）

し
た
。
ま
ず
必
要
費
に
関
し
て
は
、
四
六
四
条
と
同
様
の
理
由
、
す
な
わ

ち
、
賃
借
人
は
、
目
的
物
の
保
存
（
卑
巨
三
二
売
）
お
よ
ぴ
保
管
（
黒
墨
＝
．

・
冒
o
筥
）
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
を
賃
貸
人
か
ら
委
任
さ
れ
た
も
の

と
．
み
な
す
、
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
い
か
な
る
要
件
に
も
従
わ
せ
ず
に

償
還
請
求
権
を
認
め
た
。
ま
た
、
有
益
費
に
関
し
て
は
、
①
改
良
行
為
を

な
し
た
場
合
、
賃
借
人
は
明
ら
か
に
事
務
管
理
者
で
あ
る
こ
と
、
②
改
良

行
為
に
つ
い
て
賃
貸
人
の
追
認
を
要
す
る
と
す
る
と
、
賃
借
人
は
、
第
三

者
や
賃
貸
人
に
比
べ
て
著
し
く
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
、
な
ど
を

理
由
に
キ
ュ
ー
ベ
ル
の
提
案
を
退
け
、
事
務
管
理
の
規
定
に
よ
る
べ
き
旨

　
　
＾
蛆
J
＾
㎜
）

を
決
議
し
た
。

　
次
に
、
ラ
イ
ヒ
法
務
庁
の
準
備
委
員
会
で
は
、
一
八
九
二
年
三
月
二
一

日
第
七
一
会
議
に
お
い
て
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ツ
ク
マ
ン
か
ら
、
有
益
費
に
関

407



（1王3）石珊三究ノート

す
る
五
一
四
条
二
項
一
文
を
削
除
す
べ
き
旨
の
提
案
が
、
ま
た
、
プ
ラ
ン

ク
（
里
彗
艮
）
か
ら
は
、
必
要
費
に
関
し
て
は
、
三
項
の
ほ
か
に
必
要
費

に
つ
い
て
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
い
う
一
項
削
除
案
が
提
起
さ
れ

た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
が
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
①
三
項
は
、
賃
貸
人
の
故
意
ま
た
は
過
失
が
存
す
る

と
き
に
の
み
補
償
を
請
求
す
る
権
利
を
賃
借
人
に
対
し
て
認
め
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
が
、
賃
貸
人
に
故
意
ま
た
は
過
失
が
存
し
な
い
と
き
で
も
、
必

要
な
修
繕
を
適
時
に
行
い
得
な
い
こ
と
も
生
じ
得
る
こ
と
、
②
聖
ハ
四
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
0
）

一
文
の
類
推
、
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
提
案
を
退
け
た
。

　
第
二
次
委
員
会
に
お
い
て
は
、
五
一
四
条
の
必
要
費
お
よ
ぴ
有
益
費
に

関
し
て
、
準
備
委
員
会
に
お
け
る
の
と
同
様
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
必
要
費
に
関
す
る
一
項
に
対
し
て
は
、
先
の
一
項
削
除
案
が
、
ま

た
、
有
益
費
に
関
す
る
二
項
一
文
に
対
し
て
は
、
シ
ニ
ト
ゥ
ル
ッ
ク
マ
ン

に
よ
り
そ
の
削
除
が
、
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
委
員
会
は
、
前
者
に
関

し
て
は
、
前
述
の
理
由
に
よ
り
、
一
項
を
草
案
通
り
維
持
す
る
こ
と
を
決

議
し
た
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
五
一
四
条
に

お
い
て
は
使
用
賃
貸
借
契
約
か
ら
生
ず
る
当
事
者
の
権
利
・
義
務
の
み
が

問
題
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
が
、
委
員
会
は
、
必
要
費
に
関

す
る
規
定
し
か
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
、
賃
借
人
は
、
有
益
費
に
関
し

て
は
い
か
な
る
講
求
を
も
な
し
得
な
い
か
の
よ
う
な
誤
解
を
生
ず
る
危
険

性
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
二
項
一
文
の
規
定
も
草
案
通
り
維
持
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
釦
〕

と
を
決
定
す
る
に
至
っ
た
。

　
必
要
費
お
よ
ぴ
有
益
費
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
の
後
も
基
本
的
に
は
維

持
さ
れ
、
民
法
五
四
七
条
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
以
上
の
審
議
過
程
か
ら

我
々
は
以
下
の
点
に
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
第
一
に
、
必
要
費
お
よ
ぴ
有
益
費
に
関
す
る
審
議
過
程
を
通
じ
て
、
第

一
草
案
の
規
定
｝
、
シ
＾
ト
ゥ
ル
ヅ
ク
マ
ン
ら
に
よ
り
攻
撃
の
対
象
と
さ

れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
提
起
さ
れ
た
修
正
案
は
、
縞
果
的
に
は
採
用
さ

れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
費
用
償
選
講
求
権
を
紗
陳
附
い
粋
か

、
　
　
、
　
　
、

る
傾
向
を
有
し
て
い
た
。

　
第
二
。
民
法
五
四
七
条
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
心
は
終
始
第
一
の
点
に
あ

り
、
改
良
に
要
し
た
費
用
の
償
還
を
事
務
管
理
の
規
定
に
よ
る
こ
と
な
く
・

よ
り
広
い
範
囲
で
積
極
的
に
認
め
て
い
こ
う
と
す
る
議
論
は
全
く
な
さ
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

四
　
結
ぴ

　
以
上
の
考
察
か
ら
い
か
な
る
結
論
が
導
か
れ
る
か
。

　
第
一
。
民
法
典
制
定
当
時
の
農
村
に
お
け
る
農
地
賃
貸
借
の
実
態
に
つ

い
て
は
、
賃
借
人
が
小
農
や
日
雇
で
あ
る
地
片
小
作
が
多
か
っ
た
。
大
借

地
農
は
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
の
契
約
内
容
は
、
期
間
、
小
作
料
、
費
用

償
還
請
求
権
な
ど
の
点
に
お
い
て
地
主
の
利
益
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、

近
代
的
n
資
本
家
的
借
地
農
へ
の
転
化
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
第
二
に
、
第
一
草
案
に
始
ま
る
民
法
典
制
定
過
程
に
お
い
て
は
、
少
な

く
と
も
賃
借
物
の
転
貸
お
よ
ぴ
費
用
償
還
講
求
権
の
二
点
に
つ
い
て
、
大

借
地
農
層
の
利
益
が
全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

特
に
、
．
7
イ
ヒ
法
務
庁
の
準
傭
委
員
会
以
降
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
ト
ゥ
ル

ヅ
ク
マ
ン
が
常
に
論
議
の
主
導
権
を
握
っ
て
お
り
、
論
議
は
彼
の
提
案
を

中
心
に
進
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
賃
借
物
の
転
貸
に
関
す
る
審
議
に
お
い
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て
は
、
賃
貸
人
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
し
、
費
用
償
還
講
求

権
に
つ
い
て
は
、
必
要
費
や
有
益
費
に
関
す
る
規
定
の
削
除
が
問
題
と
さ

れ
て
い
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
借
地
農
の
た
め
の
、
賃
借
物

の
転
貸
の
原
則
的
自
由
を
求
め
る
提
案
や
、
有
益
費
償
還
請
求
権
を
よ
り

広
い
範
囲
で
実
質
的
に
認
め
る
べ
き
旨
の
援
案
な
ど
は
、
一
切
行
わ
れ
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
総
じ
て
、
民
法
典
制
定
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
近
代
的
1
－
資
本

家
的
借
地
農
層
は
、
社
会
的
経
済
的
に
そ
の
成
立
が
み
ら
れ
ず
、
し
た
が

っ
て
、
彼
ら
の
利
害
は
、
民
法
典
制
定
過
程
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
先

の
二
つ
の
規
定
に
関
し
て
は
、
全
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
一
九
七
六
年
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
、
民
法
典
の
用
益
賃
貸
借
規
定
の

改
正
草
案
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
過
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
諸
規
定
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
用
益
賃
貸
借
規
定
を
、
現
代
西
ド
イ

ツ
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
農
僕
構
造
改
善
事
業
に
適
応
さ
せ
て
い
こ
う

と
す
る
こ
の
改
正
の
試
み
は
、
ま
さ
に
歴
史
的
・
論
理
的
必
然
性
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
1
）
　
一
九
八
○
年
に
は
、
農
地
の
流
動
化
を
よ
り
実
効
性
の
あ
る
も

　
の
と
す
ぺ
く
、
農
用
地
利
用
増
進
法
が
制
定
さ
れ
た
。
・

（
2
）
　
正
確
に
は
、
第
三
者
に
対
し
て
賃
借
物
の
独
立
の
使
用
を
委
ね

　
る
こ
と
を
指
す
（
民
法
五
八
一
条
二
項
・
五
四
九
条
）
。
転
貸
が
そ

　
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
賃
借
物
の

　
転
貸
と
記
し
て
置
く
。

（
3
）
　
例
え
ば
稲
本
洋
之
助
「
農
用
地
利
周
増
進
事
業
の
法
挙
的
検

　
討
L
『
農
周
地
の
利
用
増
進
』
（
農
政
調
査
委
員
会
、
一
九
七
八
年
）

　
二
七
頁
以
下
。

（
4
）
く
邑
菖
書
蕎
目
婁
一
〕
彗
汁
邑
昌
討
≡
一
泰
、
詳
U
、
季
．

　
墨
O
巨
ひ
ミ
、
9
ω
」
N
．
田
山
輝
明
「
西
ド
イ
ツ
の
農
地
制
度
」
『
不

　
動
産
研
究
』
二
二
巻
二
号
二
九
頁
以
下
。

（
5
）
　
近
年
で
は
、
構
造
政
策
の
成
果
や
農
家
の
収
入
状
況
の
改
善
に

　
よ
り
小
作
地
の
需
要
が
増
加
し
、
賃
料
の
高
騰
や
小
作
人
の
追
い
出

　
し
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
政
府
は
、
官
庁
統
制
の
廃

　
止
を
変
更
し
、
新
た
な
内
容
の
官
庁
統
制
を
規
定
し
よ
う
と
し
て
い

　
る
。
困
山
・
前
掲
論
文
三
五
頁
。
小
作
法
の
改
正
草
案
に
つ
き
、

く
。
隻
邑
言
。
・
雪
翁
旨
葦
叩
葦
目
雲
目
婁
汁
寧
薄
二
妻
巨
．

　
偏
ユ
邑
9
H
ξ
9
］
U
昌
o
斥
墨
o
5
o
。
、
9
一
ω
・
H
饒
・

（
6
）
　
く
害
一
崖
■
o
巨
目
o
筥
o
目
ρ
鶉
∪
o
自
一
ω
o
巨
o
目
U
自
自
ρ
＄
、
與
け
苧
嘗
・
O
二

　
ω
一
α
．

（
7
）
　
事
務
管
理
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
宥
益
費
の
支
出
が
、
賃
貸
人
の

　
利
益
お
よ
ぴ
そ
の
真
実
の
意
思
ま
た
は
推
定
し
得
る
意
思
に
適
合
す

　
る
場
合
あ
る
い
は
賃
貸
人
に
よ
り
追
認
さ
れ
る
場
含
に
の
み
有
益
費

　
周
の
償
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
（
六
八
三
条
及

　
び
六
八
四
条
参
照
）
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
は
、
有
益
費

　
の
支
出
に
つ
き
賃
貸
人
の
事
前
の
同
意
が
な
け
れ
ば
有
益
費
用
の
償

　
還
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ω
冨
自
2
目
o
司
。
■

　
肉
o
昌
冒
o
目
芹
嘗
『
■
＝
冒
民
Ω
宙
二
H
N
I
＞
自
p
一
吻
㎞
ω
o
l
吻
ω
o
o
o
p
H
o
o
o
ピ
ω
・

　
N
竃
1
8
o
。
．
ま
た
、
不
当
利
得
の
規
定
に
従
っ
た
場
合
も
、
そ
の

　
償
還
を
求
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
詳
細
に
つ
き
、
■
害
實
固
一
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■
o
巨
一
暑
o
－
o
鶉
ω
〇
一
一
邑
守
o
o
軍
蜆
一
旨
．
＞
自
由
－
一
6
o
o
ピ
ω
1
㎞
“
o
o
虫
．

（
8
）
　
＜
o
H
｝
顯
自
巳
目
■
o
目
o
昌
μ
窃
U
o
自
武
o
｝
o
自
■
目
自
ρ
o
胃
距
け
印
．
P
O
二

　
ω
－
α
一

（
9
）
o
o
斤
巴
奏
デ
∪
鶉
霊
o
軍
勺
呂
巨
彗
二
8
ド
ω
．
睾

（
1
0
）
　
本
稿
で
は
紙
幅
の
制
隈
の
た
め
、
結
論
の
み
を
示
す
。
詳
細
に

　
。
っ
い
て
は
別
の
機
会
に
発
表
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
扱
っ
た
地
域

　
は
、
エ
ル
ベ
河
以
東
の
地
域
で
は
、
西
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ポ
ー
ゼ
ン
、

　
ザ
ク
セ
ン
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
の
四
州
、
エ
ル

　
ベ
河
以
西
の
地
域
で
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ニ
ヴ
ァ
イ
ク
、
ハ
ノ
ー
ヴ
ァ

　
ー
（
特
に
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
）
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
7
ー
レ
ン
、
パ
イ
エ
ル

　
ン
、
ヘ
ヅ
セ
ン
（
特
に
カ
ヅ
セ
ル
）
、
パ
ー
デ
ン
の
六
州
で
あ
る
。

（
u
）
　
も
っ
と
も
、
ザ
ク
セ
ン
の
王
侯
領
や
騎
土
領
が
賃
貸
さ
れ
る
場

　
合
は
、
そ
の
小
作
期
間
は
遡
常
二
一
年
で
あ
っ
た
。

（
1
2
）
　
例
え
ぱ
、
ポ
ー
ゼ
ン
に
お
け
る
、
経
営
規
模
が
一
〇
ヘ
ク
タ
ー

　
ル
前
後
の
小
農
の
収
益
は
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
ラ
イ
麦
で
は

　
約
一
一
〇
マ
ル
ク
で
あ
る
（
｝
ぎ
o
『
二
〇
冨
N
畠
轟
邑
〇
一
一
－
∪
彗
癖
9
■

　
旨
＝
戸
■
p
H
戸
屋
o
。
ω
一
ω
■
富
－
お
・
に
掲
げ
る
数
値
よ
り
算
出
）
。

　
し
た
が
っ
て
、
小
作
地
す
ぺ
て
を
ラ
イ
麦
畑
と
し
て
耕
作
し
た
と
仮

　
定
し
た
場
合
、
三
0
1
四
〇
マ
ル
ク
の
小
作
料
は
、
総
収
稜
高
の
約

　
二
七
－
三
六
％
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
寄
生
地
主
制
下
の

　
小
作
料
ほ
ど
高
額
で
は
な
い
が
、
か
な
り
の
高
率
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
も
っ
と
も
、
パ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
小
作
期
間
が
二
－
三
年
の
地

　
域
も
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
田
誉
宵
一
一
9
o
N
易
蟹
邑
9
嘗
．
印
。
O
二

　
ω
p
■
ω
．
N
㎞
卓
－

（
1
4
）
　
パ
ー
デ
ン
で
は
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
の
小
作
料
が
二
七
〇

　
マ
ル
ク
に
も
達
す
る
地
域
が
存
在
す
る
。
か
か
る
地
域
は
例
外
的
で

　
は
あ
る
に
し
て
も
、
西
部
に
お
い
て
も
小
作
料
は
概
し
て
極
め
て
高

　
額
で
あ
る
と
言
目
え
よ
う
。
｝
ぎ
o
昌
o
ぎ
N
冨
冨
自
o
9
夢
凹
、
○
。
一
田
匹
・

　
H
＝
一
ω
．
N
企
o
〇
一
N
㎝
o
〇
一
N
o
0
N
－

（
∬
）
　
■
津
ミ
昌
｛
o
旨
塁
一
〕
胃
o
百
g
－
｛
g
害
Ω
鶉
g
N
一
昌
g
鶉
旨
H
麸
㎝

　
U
o
阜
蜆
g
o
肉
9
o
戸
o
扇
訂
■
鶉
一
冒
o
q
一
崖
o
．
o
〇
一
ω
．
二
p
H
ミ
．

（
1
6
）
　
旨
o
甘
き
　
豊
　
忌
ヨ
　
向
鼻
考
胃
申
o
　
o
ぎ
鶉
　
団
胃
σ
目
實
岸
9
竃

　
○
鶉
o
旨
一
〕
冒
－
窃
旨
『
o
鶉
U
o
阜
m
o
ブ
①
肉
色
o
巨
－
o
o
o
o
o
〇
一
団
p
［
－
ω
ー

　
お
9
な
お
、
第
一
草
案
に
お
い
て
は
、
賃
貸
借
契
約
か
ら
生
ず
る

　
賃
借
人
の
権
利
の
譲
渡
も
、
五
一
六
条
に
含
ま
れ
て
い
た
。

（
〃
）
　
峯
o
ま
く
9
凹
－
雲
O
二
ω
一
ム
N
ω
．

（
1
8
）
　
五
三
三
条
は
、
ギ
ー
ル
ケ
な
ど
の
ほ
か
に
、
農
業
詣
団
体
（
例

　
え
ぱ
ド
イ
ツ
農
業
会
議
（
一
〕
宰
箒
巨
8
思
■
彗
μ
色
ユ
餉
o
臣
茅
墨
｛
）
、

　
ラ
イ
ン
農
民
組
合
（
宛
茅
ま
尿
o
岸
5
『
b
彗
o
；
く
o
『
9
＝
）
、
ヴ
エ
ス
ト

　
フ
ァ
ー
レ
ン
農
民
組
合
（
峯
o
g
揮
茅
o
げ
睾
向
讐
』
o
；
く
o
冨
一
；
）
な
ど
）

　
に
よ
っ
て
沓
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
①
賃
借
物
の
転
貸
を
認

　
め
る
と
農
地
が
商
品
と
し
て
の
性
格
を
帯
ぴ
、
農
地
を
荒
廃
さ
せ
る

　
こ
と
に
な
る
、
②
賃
貸
人
に
と
っ
て
は
賃
借
人
の
能
力
・
財
産
状
態

　
が
重
要
で
あ
る
、
③
実
際
の
契
約
に
お
い
て
は
、
通
常
、
転
貸
借
は

　
許
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ω
巨
印
o
－
一
富
目
昌
昌

　
向
g
妻
…
｛
o
巨
鶉
■
Ω
｝
一
氏
ρ
．
＜
■
o
o
．
s
㎞
－
s
o
－

（
1
9
）
　
』
印
o
o
σ
自
目
旦
ω
o
ヴ
自
げ
o
罧
i
－
】
砲
困
o
『
嘗
一
自
＝
o
q
o
o
蜆
炭
O
b
■
吻
吻
傘
ω
ω

　
一
〕
庁
ひ
舳
ピ
H
o
o
o
9
ω
．
α
N
～
－
α
～
u
I
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（
2
0
）
　
な
お
、
か
か
る
説
は
、
「
通
常
の
経
営
を
害
し
な
い
こ
と
」
と

　
か
「
転
貸
さ
れ
る
農
地
が
総
農
地
面
積
の
二
〇
分
の
一
を
越
え
な
い

　
こ
と
」
を
同
意
な
き
転
貸
借
の
要
件
と
し
て
い
る
。

（
2
1
）
　
弔
『
o
↑
〇
一
・
o
＝
o
註
H
H
｛
o
昌
邑
彗
o
自
｛
…
ら
0
N
奉
空
8
■
窃
昌
㎝

　
邑
轟
向
巨
考
膏
床
o
鶉
目
旨
o
q
雪
一
巨
－
g
o
血
器
富
一
〕
；
訂
一
－
o
o
竃
一
ω
p

　
冒
一
〇
〇
－
8
企
－
豊
伽
．

（
2
2
）
　
前
註
1
8
参
照
。

（
2
3
）
　
吊
H
o
｛
o
斥
o
－
9
撃
葭
l
O
＝
ω
・
N
ω
α
l
N
ω
N
・

（
2
4
）
　
第
二
草
案
に
お
け
る
か
か
る
規
定
は
、
連
邦
参
議
院
、
ラ
イ
ヒ

　
議
会
を
大
き
な
修
正
を
受
け
る
こ
と
な
く
通
過
し
、
民
法
五
八
一
条

　
二
項
・
五
四
九
条
と
し
て
成
立
し
た
。

（
”
）
　
向
自
ゴ
｛
目
ユ
9
自
o
叩
一
〕
饒
『
晒
o
H
－
ざ
＝
o
自
Ω
o
閉
9
N
σ
自
o
す
o
乎
閏
・
曽
O
・
一

　
ω
ー
二
N
l
H
－
ω
－

（
2
6
）
　
』
凹
o
o
σ
冒
己
ω
o
－
；
げ
彗
戸
凹
・
印
・
O
；
ω
・
阜
α
N
・

（
η
）
　
四
六
四
条
「
売
主
は
、
契
約
締
結
後
引
き
渡
し
前
に
、
売
却
物

　
に
つ
き
必
要
費
を
支
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
費
用
支
出
の
当
時
既

　
に
危
険
が
買
主
に
移
転
し
て
い
た
と
き
は
、
必
要
費
の
補
償
を
買
主

　
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
か
、
物
の
引
渡
前
で
危
険
が

　
移
転
す
る
前
後
に
お
い
て
、
売
圭
が
物
に
対
し
て
支
出
し
た
費
用
の

　
補
償
に
関
す
る
売
主
の
講
求
権
は
、
事
務
管
理
に
関
す
る
原
則
に
従

　
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。
」

（
2
8
）
　
旨
o
庄
く
9
與
－
凹
－
O
－
一
ω
1
S
ω
－
S
㎞
1

（
2
9
）
　
第
一
草
案
の
公
表
後
、
五
一
四
条
も
批
判
の
対
象
と
さ
れ
、
必

　
要
費
の
償
遼
を
事
務
管
理
の
規
定
に
従
い
行
わ
せ
た
り
、
有
益
費
に

　
関
す
る
規
定
を
削
除
す
ぺ
き
こ
と
な
ど
が
主
張
さ
れ
た
。
詳
細
は
、

　
o
g
p
〇
一
一
8
目
里
］
ヨ
向
目
一
峯
自
ユ
o
①
蜆
｝
Ω
巾
一
｝
o
．
昌
一
ω
1
～
ひ
N
－
～
α
o
〇
一

（
3
0
）
　
盲
8
一
〕
昌
o
ω
o
巨
σ
宰
F
顯
．
里
・
O
二
ω
・
ま
o
ー
ミ
o
・

（
3
1
）
　
市
；
ざ
斥
o
昌
9
芭
．
P
○
二
ω
・
H
ミ
ー
ミ
N
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
挙
院
博
士
課
程
）
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